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年金についての意見 

 

株式会社日本総合研究所 西沢和彦 

 

１、世代間格差の是正あるいは少なくとも拡大阻止を明確な政策目標に掲げ、それに向

け、第２回財政検証を契機に法改正を行うべき 

世代間格差の是正少なくとも拡大阻止は、若い世代にとって仮に金額的にマージ

ナルな成果にとどまろうとも、それに向けた政府のメッセージ発信や努力が、年金

財政の持続可能性確保のみならず、若い世代の年金制度に対する信頼をつなぎとめ

るため極めて重要と考える。 

財政検証自体、財政再計算と異なり、必ずしも法改正を伴うものではないとして

も、それを契機に行うべき。 

２、まずマクロ経済スライド見直しを。その際、スライド調整期間を極力短く 

そうした法改正で最優先されるのは、物価変動下でマクロ経済スライドが順調に

機能するようにしておくこと。 

その際、前記１の観点に立てば、スライド調整率先決のもとスライド調整期間の

延長で収支相等を成り立たせるのではなく、調整期間を極力短く先に決めた上で、

スライド調整率の方を調整すべき（今の仕組みでは、どんどん後の世代を巻き込ん

で行ってしまう）。 

３、等身大の年金財政および制度の姿を国民に伝えるよう、情報提供のあり方を根本的

に改めるべき。特に次の３点 

（１）若い世代も２．３倍貰えるという厚労省の給付負担倍率試算は、年金の魅力

をアピールする数値として行き過ぎであり、ミスリード（後掲図表１）。かえって

不信を招きかねないとともに、逆に、公的年金への過度の期待によって老後に向け

た貯蓄インセンティブを削ぎかねない。 

（２）２階建ての説明も実態を表しているとはいい難い。実態は、５制度の分立と

基礎年金勘定（図表２）。基礎年金は、村上清氏（『年金改革』1993 年）もいうよ

うにフィクションとみた方が実態に近いと考える。 

（３）「国の財務書類」も年金に関しミスリード（図表３）。現在、年金積立金が減

ると、財政が健全化したかのような逆のメッセージ発信。 

４、制度体系を３の（２）のように捉えたうえで基礎年金のそもそものあり方について

広範な議論を 
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制度体系を３の（２）のように捉えたうえで、基礎年金のあり方について議論を

進めることが必要。論点は多岐にわたるものの主要なものは次の通り。 

給付面・・・マクロ経済スライド適用のそもそもの是非、あるいは、厚生年金報

酬比例部分より長いスライド調整期間が必要とされると試算されていることにつ

いての是非。遺族基礎年金のあり方。「基礎」年金の名に寄せる国民の期待と実際

の給付水準に乖離はないかなど。 

負担面・・・基礎年金拠出金ではない、基礎年金の給付目的に相応しい財源のあ

り方。定額となっている国民年金保険料の見直しの方向性。基礎年金拠出金におい

て、国民年金加入者間では垂直的再分配が行われず、厚生年金加入者間では行われ

ていることの是非。第３号被保険者制度の是非と見直しの方向性など。 

５、被用者は被用者らしい年金制度への加入が徹底されるべく、一段の改革を。その際、

現行制度体系にこだわらず各方面から出ている改革案を積極的に選択肢に 

被用者は被用者らしい年金制度への加入が徹底されるべく、今回の一体改革にと

どまらず、一段の改革が必要。もっとも、その際、現行制度のもとでそれを行うと

標準報酬下限を引き下げることとなり、国民年金保険料との均衡が一段と崩れるこ

とも看過できず（注）。 

こうした観点からも、現行制度体系にこだわらず、各方面から出ている改革案を

積極的に選択肢に含め議論を進めることが重要と考える。 

（注）この点はかつて年金部会でも議論がなされた。「（略）今回は、基本的には正社員と同じ働き方

をしている人に拡大するという考え方から、最低のラインとしての標準報酬の下限で９万 8,000 円と

いう線を提示しているというのが一番の基本でございますけれども、それを下回った場合には、併せ

て、今、西沢委員御指摘のような国民年金定額保険料負担との不均衡、不公平感といった問題点も生

じてくるということはそのとおりだというふうに考えております」（年金課長、社会保障審議会年金

部会（第４回）2007 年 4 月 26 日） 

６、国民年金のみならず厚生年金の適用・徴収により着目し、一層の強化に向け執行の

あり方見直しを 

国民年金納付率が注目されるが、厚生年金の適用・徴収も重要。ここが弱いと、

前記５も確実な実現が保証されない。厚生年金未適用事業所は、日本年金機構調べ

でも 24.6 万事業所（平成 23 年度末）。複数事業所勤務者の報酬が正確に合算され

日本年金機構に把握され、保険料が賦課徴収されているのかなども不明。 

よって、こうした適用・徴収の実態をより明らかにしていくとともに、日本年金

機構の一層の取り組み強化はもちろん、省庁横断的、国と地方横断的により正確で

効率的な執行体制のあり方が追求されるべき。 

その際、「効率」のなかには、タックスコンプライアンスコストの軽減、すなわ

ち、政府への書類提出事務負担や保険料納付事務負担の軽減など国民の側の効率が

明確に含まれるべき。 
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７、被用者年金一元化の一段の推進が必要 

今回の一元化は、85 年改正よりさらに前進したと評価されつつ、完全な一元化

が果たされたとはいい難い。今回のスキームは、保険料徴収・給付、積立金運用が、

共済各事務組織に残ったまま。それが効率的なのか、あるいは、日本年金機構・Ｇ

ＰＩＦに統合した方が効率的ではないのか、費用を積算し比較検討しつつ、方向性

としては日本年金機構・ＧＰＩＦへの統合を目指すべき。 

さらに、１・２階、３階への積立金の仕分けの合理性についても改めて検証が加

えられるべき。 

８、第２回財政検証の経済前提は政府見通しと一線を画し保守的に置かれるべき 

経済の実績が財政検証における見通しを下回った場合、その財政的負担は将来世

代が負うこととなる。第２回財政検証で用いられる経済前提は、政府見通しとは一

線を画し保守的に置かれるべき。 

９、税制と一体的な議論を 

年金制度改革は、税制との一体的な議論が不可欠。例えば、在職老齢年金、高所

得者への支給制限案などは、公的年金等控除などは一体的に議論されるべき。ある

いは、第３号被保険者と配偶者控除なども、目的を共有していると考えられ、一体

的に議論されるべき。 
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